
北常三島町交差点交通安全方策検討委員会の流れ

※委員会の開催回数、検討内容は委員会の中での議論により変更することがあります。

CB（コンセンサス・ビルディング）手法の手順

CB手法 CB手法の一般的な手順

*ステークホルダー分析、紛争アセスメントという呼び方もする。
がCB手法の特色です**

**

**

CB手法は、直接対話によ
る関係者全員の合意を目
指す手法で、紛争処理・
紛争回避を可能とする新
たな社会技術である。

大きく5段階からなり、
それぞれの段階を行政機
関とは独立した中立な第
三者機関が実施するもの
である。

①関係者分析*
・関係者を特定
・関係者の利害関係の把握
・委員会形式で議論を行う可能性の検討
・関係者への出席要請

行政が関係者を選定するのではなく、

NPO等の中立な第三者機関が選定

H17．2～3
実施済

②合意プロセス設定と役割設定

③検討委員会による審議

④提案のとりまとめ
・関係者全員が合意できる提案
※ただし、複数案になる場合もある

⑤事業実施・委員会による事業の監視

第１回検討委員会（今回：平成17年7月22日）
・検討委員顔合わせ
・委員会の目的・役割の確認
・委員会の運営方法の確認

第２回検討委員会
・前提条件（交差点の現状、事故状況など）や交差点の問題
点の共通理解と改善策検討のための検討メニューづくり

第３回検討委員会
・改善メニューの確認と内容検討

第４回検討委員会
・検討委員による改善策の調整
・合意できる改善策のとりまとめ

調整を要する改善
策の検討の継続

検討委員会を開催する効果につ
いて第三者機関が提言
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